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令和６年度 教育方針 

 

それでは、令和６年度の教育方針について、述べさせていただきます。 

 

教育委員会では、本市まちづくりの基本理念に基づき「共生」「自立」「躍動」の３つ

の視点を基底に据え、本市教育の基本方針である「ふるさと愛に満ち、創造性あふれる

ひとづくり」を目指し、様々な教育施策を展開しているところであります。 

 

今、社会は少子高齢化や多様化、デジタル化技術の進歩などにより大きく変わろうと

しています。 

こうした中で、市の将来を担う子どもたちが、社会の急速な変化に対応していくため

には、従来の仕組みや枠組みを超えた新たな取組が必要であり、学校教育はもちろんの

こと、社会教育においても、「新たな学びの姿」を具現化していくことが、これからの

教育の大きなテーマであると考えております。 

 

子どもたちの未来と本市の将来を見据えながら、人口減少や社会の急速な変化から生

じる課題などに対し、市として一体的に取り組み、持続的な発展へと繋げるため、市が

持つ「コミュニティ・スクール」を核とした様々な取組や、特色ある教育資源などを最

大限に活かし、本市にふさわしい教育行政の推進に努めるとともに、「芸術文化活動や

スポーツ振興」におきましても、市長部局と連携しながら教育施策を展開し、本市の「ま

ちづくり」「ここに生きる喜びづくり」に結びつけてまいります。 

 

さらには、引き続き、市長と教育委員による「総合教育会議」を開催し、教育の現状

と課題について協議するとともに、教育の進むべき方向性を共有しながら、『教育の振

興に関する施策の大綱』の最終年度としてふさわしい、よりよい教育行政の推進に努め、

これからの教育に対応し得る、新たな大綱の策定に取り組んでまいります。 

 

それでは、具体的な施策について、述べさせていただきます。 

 

はじめに教育環境の整備についてでありますが、子どもたちが学びやすい環境づくり

を基本に、現在は老朽化した校舎改築を優先して進めておりますが、既存施設の維持補

修につきましても、子どもたちの安全を第一に考えながら、「安心・安全な」教育環境

の維持に努めてまいります。 
また、引き続き体育館を中心とした照明のＬＥＤ化を計画的に進め、「環境にやさし

い」よりよい教育環境を整えてまいります。 
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学校改築につきましては、引き続き新山小学校の建設工事を進めてまいります。 
令和４年９月にⅠ期工事として「普通教室棟」が完成し、子どもたちは新しい校舎で

の学習をスタートしております。 
現在はⅡ期工事として、新たに「管理・特別教室棟」を建築中であり、令和６年秋の

完成に向け、工事を着実に進めてまいります。 
子どもたちが毎日生活する、校地内での工事となるため、引き続き安全面を最優先に

考え、不便なく、明るく楽しい学校生活を送ることができるよう、最大限配慮しながら

進めてまいります。子どもたちには、日々建築が進む状況を間近に見ながら、完成を楽

しみにしてもらいたいと思います。 
 

 また、移転・改築を進めてきた矢島小学校が、令和６年春には県内初の「小・中・高

一体型校舎」としてスタートいたします。創立１５０周年の節目の年でもあり、将来を

担う子どもたちにとって記念すべき、ふさわしい幕開けとなるよう、学校や地域と連携

しながら、特色ある学校づくりに取り組んでまいります。 
 

 本荘地域の学校再編につきましては、『第二次学校環境適正化基本計画』に基づき、

「１中学校区１小学校」の基本方針のもと、令和８年４月の「鶴舞小学校」と「本荘東

小学校」それぞれの統合小学校開校を目標に、引き続き、本荘地域の適正な学校環境の

構築に努めてまいります。 
 

学校再編を進めるにあたり、令和３年度より大学教授などの学識者や関係組織、学校

運営協議会の代表などで構成する「本荘地域学校再編委員会」と、より詳細な議論を行

う場として、二つの統合小学校それぞれに「開校準備委員会」を設置し、現在は校歌・

校章について協議を進めているところであります。 
令和６年度は、さらに「専門部会」を開催しながら、通学方法をはじめとした、開校

に向けた具体的な協議を進めるとともに、閉校となる学校の跡地利用についても、地域

の意見を伺いながら検討してまいります。 
 

 さらに、令和６年度はいよいよ本荘東小学校の建設工事に着手いたします。令和４年

から行ってきた実施設計も終盤を迎え、間もなく新しい学校の姿が具現化されようとし

ております。今後も引き続き、令和８年春の開校に向け、ハード、ソフトの両面におい

て、計画的に事業を進めてまいります。 
 

 次に学校教育につきましては、「人間性豊かで進取の気性に富む、たくましい子ども

の育成」を目標に掲げ、子ども一人一人に寄り添い、支え、つなぎながら、市内約４，

４００名の児童生徒の「確かな学力」「思いやりのある豊かな心」「健やかな体」の育成
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に努めてまいります。 
 

 日々変化しているこれからの時代を生きていく子どもたちには、「自らの人生を自ら

の力で切り開き、一人一人の可能性をさらに伸ばすことができる支援策」が必要です。

令和６年度も、これまで取り組んでいる「ＩＣＴを活用した教育」を、重点施策として

さらに進めてまいります。 
 

 そして、児童生徒が自己調整しながら学習を進める「個別最適な学び」と、多様な他

者と協働しながら、その他者を価値のある存在として尊重し、持続可能な社会の創り手

となるための「協働的な学び」の一体的な充実を図るとともに、「学習の見通しをもち、

他者と関わりながら、自ら課題を見つけ、考えを深めていく子ども」の育成を目指し、

「主体的・対話的で深い学びの実現」に向けた「授業改善」を一層推進してまいります。 
 

 特に、児童生徒一人一台のタブレット端末の活用については、引き続き、教職員向け

研修会などで活用に向けた演習や情報共有を行い、具体的な取組の提案を進めていると

ころであります。今後もタブレット端末の様々な授業での活用、持ち帰りによる家庭で

の活用を通し、「学びの充実や学びの継続」について研究を進め、各教科の「学習のね

らい」を達成できるよう、より一層効果的な実践を積み重ねてまいります。 
 

 併せて、ＩＣＴ教育の推進につきましては、県立大学や産学共同研究センターとの「産

学官連携」による「由利本荘市独自の教育モデル」として、「ゆりほんＩＣＴ子どもの

学びアップデートプラン」を段階的に進めているところでありますが、令和６年度は、

さらに運用面での充実を図ってまいります。 
 

 具体的には、県立大学生のＩＣＴ支援員としての市内各小・中学校への派遣をはじめ、

県立大学やベンチャー企業と連携した「プログラミング講座」や「３Ｄプリンター創作

講座」、タイピング技術の向上支援のための「タイピング競技会」、「学校ホームページ

を利用した学校行事や学習成果の発信」、「デジタル作品展示」などを実施し、児童生徒

や教員のＩＣＴのさらなるスキルアップを図り、「情報を処理・活用・発信する力」を

育んでまいります。 
 

 また、文部科学省が後援する「学校情報化優良校」の認定については、令和５年度は

自己評価、意識向上の年としてまいりましたので、令和６年度は１校でも多くの学校が

認定を受けられるよう、ＩＣＴ教育環境の整備と教職員の活用技術の向上を図ってまい

ります。 
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 さらに、令和６年度も引き続き、「全小・中学校コミュニティ・スクールのまち」と

して、学校、保護者、地域、行政等の連携を強め、各地域の特色を踏まえながら、「地

域力を活かした学校づくり」と「学校力を活かした地域づくり」を推進してまいります。 
 

 そして、地域のよさに気付き、地域の課題に目を向け、地域の未来を考える、創造性

に富み、感性豊かな子どもを育むため、ふるさとの歴史や文化、自然、産業等について

体験的に学ぶ場を重視するとともに、自らの学びに自信と誇りをもち、積極的に発信す

る活動を奨励するなど、「ふるさと教育」と「キャリア教育」の一層の充実を図ってま

いります。 
 

 生徒指導につきましては、各校において、多様性を認め、寄り添い合う、温かい人間

関係に支えられた学校生活を送ることができるよう、「居場所づくり、絆づくり」に努

めます。 
 

 学校生活アンケート等により児童生徒の実態把握に努め、「組織によるいじめ問題へ

の対応」や、「不登校の未然防止及び早期解消」に力を注ぐとともに、関係機関との一

層の連携強化を進め、思いやりの心や自己肯定感の醸成を図りながら、児童生徒の自己

実現に向けた支援に取り組んでまいります。 
 

 小・中学校の就学や進学等に際しても、相談活動を充実させ、切れ目ない支援の引き

継ぎが円滑にできるように、引き続き就学支援員と学校間連携コーディネーターを配置

するとともに、児童生徒の実態や実情を十分に考慮したうえで、学校生活サポートを適

切に配置し、支援の充実に努めてまいります。 
 

 教職員の「働き方改革」につきましては、出退勤時間の見える化を図るため、市内各

校に「二次元コードリーダー」を設置して時間外勤務の改善に努めるとともに、「プリ

ペイド携帯電話」を導入して、休日夜間の保護者からの連絡を管理職に一元化する取組

を行いました。今後も勤務の在り方を多角的に見直し、時間外勤務の改善や、学級担任

の負担軽減を図ってまいります。 
 

 部活動の地域移行に向けた取組につきましては、県が示した推進計画を基に、令和５

年度に設置した「部活動地域移行推進協議会」の協議のもと、「部活動地域移行支援コ

ーディネーター」が中心となって、関係機関・団体との協議や調査等を進め、「生徒に

とって望ましい地域スポーツ及び文化活動の在り方」について検討してまいります。ま

た、現在配置している「中学校部活動指導員」につきましても、引き続き配置し、改革

の着実な推進に向けて取り組んでまいります。 
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 また、現在、学校現場では特別な支援を要する児童生徒や不登校傾向にある児童生徒

の増加のほか、学校が抱える課題が多様化してきております。そこで、令和５年度に開

設いたしました「由利本荘市教育支援センター」における支援の一層の充実を図り、児

童生徒や保護者、学校職員のニーズに応じた多面的・包括的な支援を柔軟に行ってまい

ります。 
 

次に、生涯学習・社会教育の推進につきましては、令和２年度に策定した『第４次生

涯学習推進・社会教育中期計画』が最終年度となるに当たり、「市政や地域課題を学習

する場の提供」や「自発的で自主的な学習活動への支援」、「デジタル化など社会の変化

に対応した学習」など、この５年間での施策の検証や評価等を踏まえた次期計画を策定

いたします。 
  

 「宅配講座」や各種講座等については、市ホームページ等での積極的な情報発信に引

き続き努めるとともに、生涯学習奨励員等との連携による「学習の場」を開設し、学習

成果を地域で活かす取組や、地域を越えて関係機関と連携・協力し、多様な個性に対応

する環境を整備し、誰でも自分に合った学びを選択できるような取組を進めてまいりま

す。 
 

また、令和５年度は六郷氏、岩城氏、打越氏の由利本荘市入部４００年を記念して、

三氏に関連する企画展や、本荘城下・石脇地区への「まちあるき説明板」の設置、それ

を活用したまちあるき体験講座など、多様な事業を実施いたしました。令和６年度は、

「４０１年目」の新たなスタートの年ととらえ、あらためてふるさとの自然や歴史、文

化を見つめ、「学び・楽しむ」機会を通じて、少子化、高齢化などの地域課題、環境・エ

ネルギー等の現代における様々な問題への関心や意識を高めるための学習内容の一層

の充実を図り、郷土愛の醸成に取り組んでまいります。 

 

さらに、地域全体で学校を支え、子どもたちの学びや成長を支えていくため、地域住

民や団体と学校が連携・協働し、学校行事など教育活動を支援する「協働活動」や、放

課後の子どもたちの安心・安全な居場所づくりを行う「放課後子ども教室」、子どもた

ちの基礎学力の定着や学ぶ喜びを醸成する学習支援の場「地域未来塾」などの「地域学

校協働活動」を進め、コミュニティ・スクールの大きな柱として取り組んでまいります。 
 

 「二十歳を祝う会」につきましては、引き続き対象者の代表で構成する「実行委員会」

を組織し、実行委員会が主体となって企画し、令和７年１月１２日の開催に向けて準備

を進めてまいります。 
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次に、読書活動の推進につきましては、中央図書館を核に、各地域図書館・公民館図

書室が、図書館システムネットワークを活用して、市民のニーズと地域の課題解決にふ

さわしい資料を選定し提供してまいります。併せて、図書館に足を運ぶことが難しい、

病院や福祉施設などの方々に図書を届ける「移動図書館・移動文庫」の継続や、令和５

年度から実施しておりますマイナンバーカードを活用した図書の貸出など、多様な取組

を導入しながら、すべての年代を対象として市民サービスのさらなる向上に努めてまい

ります。 
 

「図書館を使った調べる学習コンクール」につきましては、平成３０年より「佐藤憲

一顕彰教育支援基金」を活用して取り組んでいるものであり、市内各学校や各種団体な

どの協力をいただきながら令和６年度も実施し、図書館の資料を活用した市民の学習意

欲の向上に努めてまいります。 

 

また、学校図書館との連携につきましては、授業の補助や、児童・生徒のリクエスト

など、学校の要望に応じた図書館の資料の貸し出しや学校図書館の環境整備など、学校

との日常的な連携や支援等により、児童・生徒の読書の意欲向上に努めてまいります。 

特に、令和６年に工事が完了する新山小学校、矢島小学校両校の学校図書館の整備に

つきましては、新しい学校図書館の運用全般に関して、計画から実行まで学校司書と密

に連携を図りながら取り組んでまいります。 

 さらに、「高橋宏幸賞感想文・感想画コンクール」につきましても、引き続き開催し、

子どもたちの読書意欲の向上と想像力を育み、感性豊かな子どもの育成に努めてまいり

ます。 

 

 次に、文化財保護につきましては、国史跡「鳥海山」の魅力発信、国の重要文化財「土

田家住宅」をはじめとする指定・登録の建造物や歴史資料等の文化財の管理・修繕・調

査などを行いながら保存・活用に努めるとともに、将来にわたり遺すべき歴史・文化・

自然遺産の新たな指定や登録を視野に入れた調査を進めてまいります。 
 

 無形民俗文化財につきましても、民俗芸能伝承館「まいーれ」を中心に民俗芸能の公

開や、保存伝承活動の支援を行いながら、ふるさと愛の醸成や地域活性化につながるよ

う、小・中学生をはじめとする、継承意欲のある若者の育成に努めてまいります。 
 

 郷土資料館及び美術館につきましては、今後も引き続き専門家の指導を受けながら貴

重な収蔵資料の保存管理に努めるとともに、企画展を開催し、広く郷土の歴史と文化を

紹介してまいります。 
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 併せて、本荘郷土資料館の老朽化と将来を見据え、新たな歴史文化拠点施設設置に向

けた検討を引き続き行い、本市にふさわしい歴史文化の展示収蔵施設について、調査・

研究を進めてまいります。 
 

以上、市長部局とも連携を図りながら、様々な施策を展開し、生涯にわたって学び成

長する喜びを実感できる、様々な機会を提供するとともに、新たな活動の場を創出し、

本市教育の基本目標である「ふるさと愛に満ち創造性あふれるひとづくり」に努めてま

いります。 

 


